
長長期期優優良良住住宅宅建建築築等等計計画画申申請請手手数数料料  

  

１.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(法第 5条第１項～第 3項) 

  (1)一戸建ての住宅(注 1)の場合は、次の表に掲げる額 

  (2)共同住宅等(注 2)の場合は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、 

次の表に掲げる額を、認定申請戸数で除した額(百円未満の端数は切捨て) 

 

① 登録住宅性能評価機関(注３)が作成した適合証(注４)を提出する場合 

一戸建ての住宅 ７，２００円

100 ㎡以内のもの ７，２００円

100 ㎡超～    500 ㎡以内のもの １３，０００円

500 ㎡超～  1,000 ㎡以内のもの ２３，０００円

1,000 ㎡超～  2,500 ㎡以内のもの ３２，０００円

2,500 ㎡超～  5,000 ㎡以内のもの ６１，０００円

5,000 ㎡超～ 10,000 ㎡以内のもの １０４，０００円

10,000㎡超～ 20,000㎡以内のもの １７２，０００円

20,000㎡超～ 30,000㎡以内のもの ２１６，０００円

共同住宅等 

30,000 ㎡超のもの ２３４，０００円

 

② ①以外の場合 

一戸建ての住宅 ４７，０００円

100 ㎡以内のもの ４７，０００円

100 ㎡超～    500 ㎡以内のもの １０９，０００円

500 ㎡超～  1,000 ㎡以内のもの １７５，０００円

1,000 ㎡超～  2,500 ㎡以内のもの ３４５，０００円

2,500 ㎡超～  5,000 ㎡以内のもの ６１７，０００円

5,000 ㎡超～ 10,000 ㎡以内のもの １，０６２，０００円

10,000㎡超～ 20,000㎡以内のもの １，９６４，０００円

20,000㎡超～ 30,000㎡以内のもの ２，８０９，０００円

共同住宅等 

30,000 ㎡超のもの ３，４４３，０００円

※ 上記に併せて建築基準関係規定の審査受ける場合(法第 6 条 2 項による申出)は、別に掲 



げる額(確認申請・計画通知手数料)を該当する場合に応じてそれぞれ加える。 

(注 1)人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。 

(注 2)共同住宅とは、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。 

(注 3)住宅の品質確保の促進等に関する法第 5 条 1 項に規定する登録住宅性能評価機関 

(注 4)長期優良住宅建築等計画が法第 6 条 1 項各号(第 3 号を除く)に掲げる基準に適合するこ 

とを示す書類 

 

2. 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料(法第 8条第１項) 

  (1)一戸建ての住宅(注 1)の場合は、1の表に掲げる額 

  (2)共同住宅等の場合は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る 

部分の床面積に 2分の 1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加 

する部分の床面積)に応じ、1.の表に掲げる額を、変更認定申請戸数で除した額(百円未 

満の端数は切捨て) 

 

3. 長期優良住宅建築等計画認定構造計算適合性判定申請手数料 

 

床面積 
構造計算が大臣認定プログラムに

より行われたもの 

構造計算が大臣認定プログラム以

外の方法により行われたもの 

1,000 ㎡以内 １１６，４００円 １６６，８００円 

1,000 ㎡超～ 2,000 ㎡以内 １４３，７００円 ２２２，４５０円 

2,000 ㎡超～10,000 ㎡以内 １５７，３５０円 ２５５，０００円 

 

4.長期優良住宅の譲受人を決定した場合の計画変更認定申請手数料 

 

譲受人を決定の場合の変更認定(法第 9条第 1項) ２，１００円 

 

5.長期優良住宅の認定を受け地位の承継の承認申請手数料 

 

地位承継の承認(法第 10 条) ２，１００円 

 


